
（様式１）
	受付番号

※記載不要
	


経済産業省　あて

令和５年度「高温ガス炉実証炉開発事業（高温ガス炉実証炉の設計に係る研究開発）」申請書

	申請者
	企業・団体名
	

	
	代表者役職・氏名
	
	

	
	所在地
	

	連絡担当窓口
	氏名（ふりがな）
	

	
	所属（部署名）
	

	
	役職
	

	
	電話番号

（代表・直通）
	

	
	Ｅ－ｍａｉｌ
	


（様式２）

	受付番号

※記載不要
	


令和５年度「高温ガス炉実証炉開発事業（高温ガス炉実証炉の設計に係る研究開発）」
高温ガス炉実証炉中核企業選定への応募申請書（案）
	１．技術・経営基盤

	1 エンジニアリング等の技術的能力に関し、十分な総合エンジニアリング能力を期待できる企業であることを説明すること。
【記載すべき内容】
· 国内外の原子力事業に係る研究開発実績
· 国内外の原子力事業に係る設計実績
· 国内外の原子力事業に係る機器調達、製造及び建設実績
【評価クライテリア】
· 原子力事業の豊富な実績に基づく高い総合エンジニアリング能力を有していること。
2 経営基盤に関し、高温ガス炉実証炉の業務を遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金・人材に関して十分な管理能力を有していることを説明すること。また、当面の間、経営を健全に維持できる事業計画となっていることを説明すること。
【記載すべき内容】
· 経営体制、組織構成、社員数等
· 財務状況
· 現在の事業概要及び今後の事業計画
· 株主構成
【評価クライテリア】
· 長期にわたる高温ガス炉実証炉の業務を、責任を持って遂行できる健全な経営基盤を有していること。


	２．開発体制

	1 高温ガス炉実証炉に関し、設計及び革新技術開発等の業務を円滑に遂行できる実施能力を有していることを説明すること。
【記載すべき内容】
· 自社と他機関を含む高温ガス炉実証炉の全体の開発体制（自社・コンソーシアムに加え、将来の連携・協力機関の見通し、協力覚書等を締結している場合は添付）。
· 提案者が、高温ガス炉実証炉を実現するために必ずしもすべての作業を自ら実施する必要はない。但し、提案者がカバーする範囲を明らかにすることが求められる。
· 関係者間で合意が得られている場合、個社名も含めた高温ガス炉実証炉の全体の開発体制、その中での提案者の役割（IP等、提案者が持てる強みを含む）、実施内容を示すこと。
【評価クライテリア】
· 高温ガス炉実証炉の業務を、責任をもって遂行できる開発体制が提案されていること。
· 自社において、業務を円滑に遂行できる組織／要員構成となっていること。
· 自社において、業務の管理体制は適切なものとなっていること。
· 自社において、権利化されていない技術情報及び核不拡散に関わる機微情報を含む業務遂行上継承又は発生する情報の管理は適切なものとなっていること。
· 自社において、TQM（Total Quality Management）が実施できる仕組みや体制となっていること。
2 高温ガス炉実証炉の業務を実施できる十分な余力を有していることを説明すること。
【記載すべき内容】
· 高温ガス炉実証炉の業務へ振り向けることができる自社における要員数とその技術的能力（プロジェクトリーター・主要プロジェクトメンバーの氏名・履歴、プロジェクトメンバー総数、うち40歳以下の若手の人数/割合を含む）
【評価クライテリア】
· 高温ガス炉実証炉の業務を円滑に遂行するのに十分な要員数を振り向けることできること。
· 高温ガス炉実証炉の業務へ振り向けることができる要員は十分な知識・知見を有していること。
3 製品供給のためのサプライチェーンに関して説明すること。
【記載すべき内容】
· （３）②で羅列した要素技術に関し、国内の主たる想定サプライヤーとその状況（事業者名、脆弱度、優位性）に関する評価を可能な限り記載すること。「×」「△」評価に関し、そのように評価をした根拠、対処法も簡潔に記載すること。
· サプライヤーの「脆弱度」は、当該サプライヤーが置かれている現在の原子力事業環境を踏まえ、サプライチェーンの脆弱性（サプライヤーの当該製造事業からの撤退や当該設計・製造技能の継承が困難になるリスク等）に関し、提案者の立場から主観的判断を記載。需要が今後も見込まれ、サプライチェーンに懸念がない場合には「○」、脆弱化リスクが想定される場合は「×」、どちらとも言えない場合は「△」を記載すること。
· サプライヤーの「優位性」は、海外市場で海外サプライヤーとの競争を想定したときに、海外市場の獲得を狙える比較優位性を有する場合には「○」、そうでない場合には「×」、場合によっては優位性がある又はどちらとも言えない場合には「△」を記載すること。
· 以上で整理したサプライチェーンを維持・発展させるための方策を示すこと。
【評価クライテリア】
· 高温ガス炉を構成する要素技術に関し、サプライヤーの状況を把握しており、サプライチェーンの維持・発展に貢献する具体的方策を有する企業であること。
· 海外技術を用いる場合、技術の自律性（技術・サプライチェーンを有する海外メーカ等の動向変化の影響を受けにくいこと）確保が可能であること。
· 再委託を行う場合は、再委託先の名称、業務内容及び業務範囲を明記すること（事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理について、再委託をすることはできない）。

· 事業費総額に対する再委託費の割合が５０％を超える場合は、相当な理由がわかる内容（別添２「再委託費率が５０％を超える理由書」を作成し提出すること）。

	３．開発実績

	1 高温ガス炉に係る開発実績を説明すること。
【記載すべき内容】
· 国内外の高温ガス炉に係る研究開発実績
· 国内外の高温ガス炉に係る設計実績
· 国内外の高温ガス炉に係る機器調達、製造及び建設実績
【評価クライテリア】
· 高温ガス炉に係る開発実績を十分に有していること。
2 提案技術（実用高温ガス炉システム）の概要（熱出力・水素製造量・電気出力等、システム基本構成図等を含む）を説明すること。提案技術(実用高温ガス炉システム)を成立させるために必要と考えられる主要な要素技術のリスト、各技術の概要及び研究開発が必要な要素技術を説明すること。
【記載すべき内容】
· 提案技術（実用高温ガス炉システム）の主要な仕様、システム基本構成図等
· 提案技術(実用高温ガス炉システム)を成立させるために必要と考えられる主要な要素技術のリスト、各技術の概要及び研究開発が必要な要素技術
【評価クライテリア】
· 提案する実用高温ガス炉システムの概念と出力等の基本的な仕様、用いられる要素技術及び研究開発が必要な要素技術が明確になっていること。

	４．我が国産業界全体の実力涵養への貢献

	1 我が国産業界全体への貢献として、我が国産業界全体の実力を涵養する構想を説明すること。
【記載すべき内容】
· 高温ガス炉に係る我が国産業全体の実力を涵養するための方針
【評価クライテリア】
· 高温ガス炉開発に係る我が国産業全体の実力を涵養する能力を有していること。

	５．開発計画・事業展開戦略

	1 高温ガス炉実証炉の具体的な開発計画を説明すること。また、高温ガス炉実証炉後の国内外における事業展開の戦略を説明すること。
【記載すべき内容】
· 実用化に向けた高温ガス炉実証炉の開発計画
· 国内外における高温ガス炉事業展開の戦略
【評価クライテリア】
· 提案する高温ガス炉実証炉の開発計画が、第4回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 原子力小委員会 革新炉ワーキンググループ（2022年7月29日）において提示された「導入に向けた技術ロードマップ（高温ガス炉）」の内容及びスケジュールを満足する具体的かつ詳細な開発計画となっており、確実に実用化に進める道筋を示せていること。
· 高温ガス炉実証炉後の事業展開に関わる具体的なシナリオや目標を示せていること。
2 ユーザー獲得に向けた活動実績及び今後の取組を説明すること。
【記載すべき内容】
· 高温ガス炉のユーザー候補の調査に関する活動実績
· 高温ガス炉のユーザー候補との交渉や連携等の実績及び今後の連携の見込み
· 高温ガス炉のユーザー獲得に向けた今後の取組方針
【評価クライテリア】
· 高温ガス炉のユーザー候補（水素、熱利用、電力等）の状況を把握し、ユーザー獲得に向けた活動を実施していること。
· ユーザー獲得に向けた具体的な方策を有するとともに、ユーザーのニーズを適確に設計や事業計画に展開する能力を有していること。

	６．上記以外の検討項目

	· ５．までに当てはまらないものの、アピールしたい成果がある場合は記載すること。
· 提案の中に、他の炉型や非原子力分野等への貢献が期待される要素技術等がある場合には記載すること。
· 事業計画や成果に関して対外発表の実績や、今後その予定がある場合はその旨知らせること。（国内外での学会発表、論文の寄稿等）。

	７．事業成立性の見通しに関する総合的な評価

	· 上記１．～５．を踏まえた事業成立性の見通しに関する総合的な評価を行うこと。
· 当該評価について貴事業者以外の第三者や将来のユーザーの意見を踏まえたものであるか、レビュー・評価を受けているか否かを明確化すること。該当する場合は、当該意見やレビュー等の内容を示すこと。

	８．ワーク・ライフ・バランス等推進企業に関する認定等の状況

	· 女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業。労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。）、次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業）又は青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定（ユースエール認定企業）の状況

· 女性活躍推進法第８条に基づく一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）の策定状況（常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る。）

	９．遵守確認事項

	下記の項目に関して宣誓（チェック）してください。
· 応募資格に挙げた要件を満たしていること。
· 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）に基づき設立された一般社団法人又は一般財団法人である場合については、同法第１２８条又は同法第１９９条に基づく貸借対照表等の公告を実施していること。
· 会社法等、遵守すべき法令を遵守していること。


	１０．事業費総額（千円）※記載している費目は例示。募集要領９．（１）経費の区分に応じて必要経費を記載すること。

	Ⅰ　人件費　

	Ⅱ　事業費
①旅費　　　　　　 　　　　　　　

②会場費　　　　　 　　　　　　　

③謝金　　　 　　　　　　

④補助職員人件費　

	Ⅲ　再委託・外注費

	Ⅳ　一般管理費

	小計

	Ⅳ　消費税及び地方消費税　

	総額　　　　　　　　　　　　　　　千円（※総額は委託予定額の上限内に収めて下さい。）


1

